
政
令
第
二
百
四
十
三
号

児
童
手
当
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
前
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
付
す
る
。

目
次第

一
章

児
童
手
当
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

特
例
給
付
（
第
七
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

附
則

第
一
章

児
童
手
当



第
一
条
中
「
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
等
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
「
児
童
が
な
い
と
き
は
、
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
児
童
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
児
童
」
と
い
う
。
）
が
な
い

と
き
は
」
に
、
「
及
び
児
童
が
あ
る
と
き
は
、
」
を
「
又
は
児
童
が
あ
る
と
き
は
」
に
、
「
及
び
児
童
一
人
」
を
「
又
は
児
童

一
人
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
三
章

雑
則

第
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

附
則
第
二
条
第
四
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
八
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。



第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
章
名
及
び
三
条
を
加
え
る
。

第
二
章

特
例
給
付

（
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
）

第
七
条

法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
扶
養
親
族
等
及
び
同
項
に
規
定
す
る
児
童
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
児
童
」
と
い
う
。
）
が
な
い
と
き
は
八
百
五
十
八
万
円
と
し
、
扶
養
親
族
等
又
は
児
童
が
あ
る
と
き
は
八
百

五
十
八
万
円
に
当
該
扶
養
親
族
等
又
は
児
童
一
人
に
つ
き
三
十
八
万
円
（
当
該
扶
養
親
族
等
が
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
一

生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
）
又
は
老
人
扶
養
親
族
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
老
人
扶

養
親
族
一
人
に
つ
き
四
十
四
万
円
）
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

（
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
範
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
）

第
八
条

第
二
条
の
規
定
は
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
範
囲
に
つ
い
て
、
第
三
条
の
規
定
は
同
項
に
規
定
す

る
所
得
の
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
前
年
又
は
前
々
年
の
所
得
を
用
い
る
区
分
）



第
九
条

法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
い
ず
れ
の
月
分
の
給
付
に
つ
い
て
前
年
又
は
前
々
年
の
所
得
を
用
い
る
か
の
区
分
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
月
か
ら
五
月
ま
で
の
月
分
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
の
所
得

二

六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
月
分
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
所
得

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
子
の
住
所
等
及
び
社
会
的
背
景

に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
求
め
に
関
す
る
政
令
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

一

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
子
の
住
所
等
及
び
社
会
的
背

景
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
求
め
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
第
九
号



二

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令

第
百
五
十
五
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
号


